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７月・８月の主な活動の様子 

 ７月１８日（木）の第２回は、別府大学文学部学生の趙 佳琳（ちょう か
りん）さんを講師にお迎えし、『台湾人から見た日本』と題して、外国人と
人権についてお話をしていただきました。台湾にも日本にもその国々の文
化があり、また文化には、Perception（認識できる要素）と、その根底とな
る Conception（背景となる要素）があります。これを氷山に例え、『カルチ
ャーアイスバーグ』という理論があります。相手の国の文化を知ることで、
自分の国の文化に気づくこともあるというように、今回の講座を通して数多
くの文化を知ることが出来ました。 

９月 ５日（木）の第３回は、『医療をめぐる問題』について学習します。 
 ぜひご参加ください。  

７月 ９日（火）の第３回は、原野 彰子さんを講師にお迎えし、『絵手
紙づくり』教室を開催しました。今回は、季節の野菜や果物またはお花
などを題材に「暑中見舞い」を作成しました。出来上がった作品は、夏ら
しくとても涼しげな素晴らしいものばかりでした。 

９月１０日（火）の第４回は、『竹を使った小物づくり』教室を開催いた
します。 

お友達を誘ってぜひご参加ください。 

令和元年度 第２回人権ミニ講座 

令和元年度 第３回じんけんふれあい教室 

令和元年度 第１回市民人権講座 

 ７月２４日（水）の第１回は、臼杵市人権・同和問題啓発講師の竹内 
義昭さんを講師にお迎えし、『部落差別はなぜ起こったのか』と題して、部
落差別問題についてお話をしていただきました。おおいたの部落差別解
消の歩みや部落の歴史などを丁寧かつ詳しく説明してくださいました。 

８月２８日（水）の第２回は『女性の人権問題』、１０月１６日（水）の第３
回は『さまざまな人権問題（LGBT）』について学習します。 
 ぜひご参加ください。  

９月１５日～２１日は別府市男女共同参画週間です。 
 

「男女共同参画社会」とは、男性も女性も、互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性

と能力をあらゆる分野で十分に発揮することができる社会です。男女共同参画社会の実現により、職場環

境や家庭生活の充実、地域力の向上が期待できます。 

多様な人材が活かされ、一人ひとりの能力や個性が十分に発揮できる社会、誰もが 

暮らしやすい「まちづくり」を市民、企業、行政が一体となって目指しましょう。 

別府市は、市民及び事業者が、男女共同参画社会の形成について広く理解と関心 

を深め、男女共同参画社会の形成の推進に関する取り組みへの意欲を高めるため毎 

年９月１５日から２１日までの 1 週間を「男女共同参画週間」としています。 

                                    
 

別府市男女共同参画 
のシンボルマーク 



【人権ミニライブラリー】 ～新たな貸し出し DVD の紹介～ 

（DVD）             ※お気軽にお問合せください。 

NO      タ  イ  ト  ル 分   野 種 類 時 間 

261 

部落の心を伝えたい シリーズ番外編 

「恥ずかしい」のはどっちだ 

差別する側・される側～江嶋修作～ 

部落差別問題 DVD ２７分 

262 
見過ごしていませんか 性的少数者(LGBT) 

へのセクシュアルハラスメント  

さまざまな人権問題 

職場の人権問題 
DVD ２９分 

 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

～９月・１０月の行事予定～ 
 

                                    
 
 
                

★ 市民人権講座 ★ 
１０月１６日（水）１０：００～１２：００ 

  「ＬＧＢＴの誤解とセクシャリティーの理解」

（さまざまな人権問題【LGBT】）  

(講師)ＳＯＧＩＥ（ＬＧＢＴ）サポートチーム 

ココカラ！ 共同代表  奥 結香さん 

 

★ じんけんふれあい教室 ★ 
９月１０日（火）１０：００～１２：００ 

  「竹を使った小物づくり」教室  

（講師） 別府市役所職員 

１０月 ８日（火）１０：００～１２：００ 

  「手芸（小物づくり）」教室  

（講師） ものづくり愛好会の皆さん 

 

★ 人権ミニ講座 ★ 
９月 ５日（木）１０：００～１１：３０ 

 「楽しい人生とは」（医療をめぐる問題）  

（講師）大分県アイバンク協会常務理事 

          川野 博美さん 

１０月 23 日（水）１０：００～１１：３０ 

 「出会い・学び・つながり ～人は変われる～ 」

（部落差別問題）  

（講師）豊後高田市教育委員会社会教育指導員 

岩永 哲雄さん 
★ センターチャレンジ教室 ★ 
 第１部（全３回） 

９月１８日（水）１０：００～１２：００ 

１０月１１日（金）１０：００～１２：００ 

１１月１９日（火）１０：００～１２：００ 

「手芸（小物づくり）」教室 

（講師） 大力 瞳さん 

材料費負担１回につき１，０００円程度 

８月は「差別をなくす運動月間」です。 

 １９６５(昭和４０)年８月、「同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保

障された基本的人権に関わる問題である」、「早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」

とうたった同和対策審議会答申が出されました。これを機に、大分県では答申が出された８月を『差別を

なくす運動月間』と定めています。 

 

ひとりで悩まず、ご相談を！ 
 

部落差別問題をはじめとした人権問題でお悩みの方へ 
 

別府市人権啓発センターでは、人権問題に関する各種相談を相談員が受け、関係行政機関

や団体等との密接な連携を図りながら進めます。 

ご相談内容のプライバシーは厳守致します。（料金は無料です。） 
 

電話・面接相談（面接は要予約） 
電話番号 ０９７７－２３－６１６３ 
受付時間 センター開館日の午前９時から午後４時まで 

                         ※センター休館日は次のとおりです。 
                          ① 日曜日及び土曜日 
                          ② 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
                          ③ １２月２８日から翌年１月３日まで 

                                    


